
特定退職金共済制度給付額の改定について 

 

 平素は、当商工会議所の共済制度につきまして格別のご理解とご高配を賜わり厚く御礼

申し上げます。 

 共済制度のひとつである特定退職金共済制度は、昭和４６年６月１日より多くの会員事

業所様にご加入いただいており、福利厚生制度の充実に貢献して参りました。 

しかしながら、昨今の超低金利政策の継続によって厳しい資産運用環境が続いているた

め委託保険会社が運用利率を変更したことに伴い、当所におきましても現在の金融・経済

環境を踏まえ、将来に渡って安定した制度の健全性を維持していく観点から、特定退職金

共済制度の給付額を改定することといたしました。 

ご加入事業所様におかれましては、このたびの改定の趣旨をご理解いただき、今後とも

従前に変わらぬご愛顧を賜わりますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

◆ 給付額改定日    令和３年６月１日 

 

◆ 変更後の給付額    別紙記載 

   ＊なお、制度改定日以前に積み立てられた金額についての変更はございません。 

 

以 上 

 

 



別　紙

＜退職給付金額表＞

３０口 ２０口 １５口 １０口 ５口
　１年 335,400 223,600 167,700 111,800 55,900
　２年 672,600 448,400 336,300 224,200 112,100
　３年 1,011,300 674,200 505,650 337,100 168,550
　４年 1,351,500 901,000 675,750 450,500 225,250
　５年 1,693,200 1,128,800 846,600 564,400 282,200
　６年 2,036,400 1,357,600 1,018,200 678,800 339,400
　７年 2,381,100 1,587,400 1,190,550 793,700 396,850
　８年 2,727,300 1,818,200 1,363,650 909,100 454,550
　９年 3,075,300 2,050,200 1,537,650 1,025,100 512,550
１０年 3,424,800 2,283,200 1,712,400 1,141,600 570,800
１５年 5,195,700 3,463,800 2,597,850 1,731,900 865,950
２０年 7,007,100 4,671,400 3,503,550 2,335,700 1,167,850
２５年 8,859,300 5,906,200 4,429,650 2,953,100 1,476,550
３０年 10,753,800 7,169,200 5,376,900 3,584,600 1,792,300

【注】
１．年の途中で退職または死亡された時は月単位で計算した給付金額を支払います。
２．給付金額は特定退職金共済規程に基づくものですが、経済変動により将来改定することが
　　あります。（退職年金等も同様です。）
３．31年11ヶ月未満の脱退者については元本割れいたします。

加入従業員（被共済者）が死亡された時は退職給付金に加入口数１口当たり10,000円
を加えた遺族給付金を遺族に対して支払います。

加入１０年以上の退職者が希望された時は退職給付金に代えて退職年金を支払います。

＜退職年金額表＞

３０口 ２０口 １５口 １０口 ５口
１０年 29,280 19,520 14,640 9,760 4,880
１５年 44,400 29,600 22,200 14,800 7,400
２０年 59,850 39,900 29,925 19,950 9,975
２５年 75,690 50,460 37,845 25,230 12,615
３０年 91,860 61,240 45,930 30,620 15,310

【注】
１．年金は本人の生死に関わらず１０年間支払います。
２．年金は３か月分取りまとめて年４回支払います。
３．年金月額が10,000円に満たない時は一時金（退職給付金）での支払いとなります。

年金月額

高槻商工会議所

退職給付金

退職年金

遺族給付金


